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和６年９月９日警察庁交通局長通達）等によ

り、警察署長の道路使用許可を得て公道実証

実験が可能となっていることについて、関係

者に周知するとともに、農業の生産性向上の

要請にも最大限配慮しつつ、交通の安全と円

滑を両立する公道実証実験が可能となるよ

う適切な道路使用許可の運用を行うことに

ついて、都道府県警察を指導する。 
d 警察庁は、ロボット農機が自動車に該当

する場合には、b の措置を前提として都道府

県公安委員会の特定自動運行の許可を得て、

また、遠隔操作型小型車に該当する場合には

都道府県公安委員会への届出を行うことに

より、圃場間移動及び格納庫から圃場までの

公道移動を含む公道での走行が可能である

ことを明確化するとともに、農業の生産性向

上の要請にも最大限配慮する観点から、圃場

間移動については、交通量が極めて少ないこ

とが一般的である農道の短時間での横断等

にとどまる場合があることを踏まえ、農家等

が、地域においてロボット農機を最小限の負

担で円滑に活用できる制度の運用を確保す

る。 
 

（２）地域活性化・人手不足対応（交通関係） 
No. 事項名 規制改革の内容 実施時期 所管府省 

1 

全国の移動の足不足の解

消に向けたライドシェア

（自家用車活用事業等）

の推進 

a 内閣府は、移動の足不足の状況に関して

これまで実施したアンケート調査等の各種

調査との整合性を確保した上で、大都市、中

小都市及び観光地など全ての地域を対象と

した調査を引き続き実施し、住民及び内外の

観光客の移動の足の実態を定期的かつ定量

的に把握し、検証するとともに、それらの結

果を踏まえ、四半期ごとを目処に、利用者目

線での移動の足の実態に関する評価を行う。 

b 内閣府及び国土交通省は、全国の移動の

足不足の解消に向けて、自動運転やライドシ

ェアについて、骨太方針 20241等を踏まえ、

必要な取組を進める。特に、地方の中小都市

など 2 、公共交通手段の利便性が低い地域に

おける移動の足不足の解消に向けた適切な

制度の在り方も含め議論を進める。 

c 国土交通省は、特に、地方や観光地で移動

の足不足の解消が求められていることを踏

まえ、自家用車活用事業について、これらの

地域の実情に応じた更なる活用を進める観

点から、以下の措置を講ずる。 

①配車アプリが普及していない地域では、

「自家用車活用事業における大都市部以

外の地域における供給車両数・時間帯の拡

充について」（令和６年９月 17日国土交通

省物流・自動車局旅客課長事務連絡）及び

a：令和７年度以

降継続的に措

置、 

b：直ちに実施、 

c：（①～③）令和

７年度措置、

（④）令和７年

措置 

a：内閣府 

b：内閣府 

国土交通省 

c：国土交通

省 

 
1 「経済財政運営と改革の基本方針 2024」（令和６年６月 21日閣議決定） 
2 通院・介護、通勤・通学、買い物等の移動の足確保が困難な住民が存在する地域など。 
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「自家用車活用事業の進め方」（令和６年

３月 29 日国土交通省物流・自動車局旅客

課資料）に基づき、タクシー事業者又は地

方公共団体から、タクシーが不足する曜

日・時間帯、時期（イベント開催期間中や

季節性によるもの等）に関して具体的な申

出があり、管轄の地方運輸局等が必要と認

める場合には、自家用車活用事業が稼働で

きる曜日・時間帯を拡大することができる

こととされているが、タクシー事業者や地

方公共団体による申出のみならず、地域の

住民等のニーズに応じて、自家用車活用事

業の更なる活用を可能とするため、上記制

度に加えて、地域公共交通の活性化及び再

生に関する法律（平成 19年法律第 59号）

第６条に基づく地方公共団体、公共交通事

業者、地域公共交通の利用者等が参画する

協議会において、営業区域、曜日・時間帯、

時期について関係者間で協議が調った場

合は、協議結果に基づく申出を踏まえ、自

家用車活用事業が稼働できる営業区域、曜

日・時間帯及び時期を拡大することができ

ることとするよう、関係通達の改正等、必

要な措置を講ずる。なお、この場合、地域

の輸送サービスが供給過剰となるおそれ

がないかについて、タクシーの日車営収、

実車率や配車マッチング率等の具体的な

データに基づく検証を継続的に実施し、必

要な場合には、当該協議が調った営業区

域、曜日・時間帯及び時期を随時調整する

こととする。また、当該協議会において、

一部の関係者が合理的な根拠を示さない

まま協議が調わないなど、地域における円

滑な協議に支障が生じる場合等にあって

は、それらの状況を改善するための措置を

検討し、所要の措置を講ずるものとする。 

②自家用車活用事業の運賃について、道路運

送法（昭和 26 年法律第 183 号）第９条の

３第３項に基づき自家用車活用事業を実

施するタクシー事業者、地方公共団体、地

方運輸局長、住民代表者等を構成員とする

協議会において協議が調った場合には、需

要の繁閑に応じて一定の範囲で変動させ

ることも含め、地域の実情に応じた運賃の

設定を可能とするよう、関係通達の改正

等、必要な措置を講ずる。 

③タクシー事業者以外の者であるバス・鉄道

事業者によるライドシェア事業の在り方

に関して、ドライバー・車両等の安全・安

心の確保の観点から課題の有無を確認す

るためのトライアルを行う。その上で、ト

ライアルの結果を検証し、バス・鉄道事業

者による当該事業への参画に関して、タク

シー事業許可取得に係る要件の緩和や明

確化も含め、制度改正やガイドライン整備
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等の所要の措置を講ずる。 

④タクシー事業者の運行管理業務の効率化

を進める観点から、現在、タクシー事業に

おいて実証が行われている事業者間遠隔

点呼及び業務前自動点呼について、自家用

車活用事業を含めて本格実施に円滑に移

行することができるよう、運用の明確化を

行う。 

2 
自家用有償旅客運送制度

の改善 

国土交通省は、道路運送法第 78 条第２号

に基づき、過疎地域や高齢化が進む地域等

で、バスやタクシーのみでは十分な移動サー

ビスを提供することが困難な場合に、住民の

生活を支えるための移動手段を確保するた

め、市町村や特定非営利活動法人（ＮＰＯ）

など国土交通大臣の登録を受けた団体が自

家用車を用いて有償にて旅客を運送する制

度である自家用有償旅客運送について、令和

６年６月の規制改革実施計画を踏まえ、地域

公共交通会議に係る関係法令や通達に定め

られていない独自の基準（ローカルルール）

の取扱いについて、客観的な根拠に基づかな

いものは認められない旨が明確化され、見直

しが進められているところであり、引き続

き、ローカルルールが客観的な根拠に基づく

ものであるかを確認し、客観的な根拠に基づ

かないものについて見直すとともに、客観的

な根拠に基づくローカルルールとされたも

のについても、適時適切の見直しが行われる

よう地方公共団体に求める。 

令和７年度措置 国土交通省 

3 
乗合タクシー等の参入円

滑化 

 路線バスや乗合タクシー等、個々の旅客の

依頼に応じて運賃を収受し、自動車で乗合旅

客を運送する事業である道路運送法第３条

第１号イの規定に基づく一般乗合旅客自動

車運送事業のうち、路線不定期運行（路線を

定めて運行するものであって、設定する運行

系統の起点又は終点に係る時刻の設定が不

定である運行の形態をいう。以下同じ。）又は

区域運行（路線を定めず、旅客の需要に応じ

た乗合運送を行う運行の形態をいう。以下同

じ。）の実施に際しては、「一般乗合旅客自動

車運送事業の申請に対する処理方針」（平成

13 年８月 29 日国土交通省物流・自動車局長

通知。以下「処理方針」という。）により、交

通空白地帯、交通空白時間又は過疎地であっ

て路線定期運行（路線を定めて運行するもの

であって、設定する運行系統の起終点及び停

留所の時刻設定が定時である運行の形態を

いう。以下同じ。）によるものが不在である場

合等明らかに路線定期運行との整合性を取

る必要がない場合を除き、地域公共交通会議

又は道路運送法施行規則（昭和 26 年運輸省

令第 75 号）第４条第２項に規定する協議会

（以下「地域公共交通会議等」という。）で地

域交通のネットワークを構築する観点から

協議が調っていることが求められている。 

a,b：令和７年上

期措置、 

c：（前段）令和７

年上期措置、（中

段・後段）令和８

年上期措置 

国土交通省 

k-yos
ハイライト

k-yos
ハイライト
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 一方で、多くの地域公共交通会議等が市町

村単位で開催されていることから、一般乗合

旅客自動車運送事業を実施する事業者が複

数の地方公共団体にまたがり運行を行う場

合、複数の市町村において合同で地域公共交

通会議等を開催することは可能であるもの

の、その実現には多大な調整が必要であるた

め、結果として地方公共団体ごとに地域公共

交通会議等を開催し関係者と協議を調えて

いる実態があること、また、地域公共交通会

議等が設置されていない地域においては同

会議の設置から調整が必要となることなど

の理由により、協議に膨大な時間を要し、事

業開始までの見込みが立たない事例が存在

するとの声がある。また、地域公共交通会議

等での協議を要さない場合として、「「一般乗

合旅客自動車運送事業の申請に対する処理

方針」の細部取扱について」（平成 13年９月

27 日国土交通省物流・自動車局安全政策課

長、物流・自動車局旅客課長連名通知。以下

「細部取扱」という。）においては、路線定期

運行では困難な需要に対応する空港アクセ

ス型、観光需要対応型等の輸送形態が含まれ

る旨が示されているものの、要件が具体化さ

れていないことから、地方運輸局ごとに協議

の要否の判断が異なり、事業者の新規参入の

障壁となっているという声がある。 

一般乗合旅客自動車運送事業が地域住民

の日常的な移動の足において重要な役割を

担っていることを踏まえれば、路線不定期運

行又は区域運行に係るこれらの課題に対応

することを通じて、事業者の新規参入を円滑

化し、利用者の利便性を向上させることが重

要であり、このため、以下の措置を講ずる。 

a 国土交通省は、路線不定期運行又は区域

運行で行う一般乗合旅客自動車運送事業に

係る事業者からの申請について、処理方針及

び細部取扱において地域公共交通会議等で

の協議を要さない場合として示されている

「交通空白地帯、交通空白時間又は過疎地で

あって路線定期運行によるものが不在であ

る場合等明らかに路線定期運行との整合性

を取る必要がない場合」の該当性を地方運輸

局において判断する際、判断の客観性・統一

性を担保するため、判断基準の明確化につい

て検討を行い、結論を得次第、所要の措置を

講ずる。なお、検討に際しては、例えば、路

線定期運行が運行していない時間帯に限っ

て事業が行われる場合や、運賃設定によって

路線定期運行と競合する可能性が低いと考

えられる場合など、当該地域における同時間

帯の他の公共交通手段の有無や料金設定等

を考慮することとする。 

b 国土交通省は、空港アクセス型又は観光

需要対応型の輸送形態により、複数の地方公
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共団体にまたがり実施される路線不定期運

行又は区域運行の一般乗合旅客自動車運送

事業であり、地域公共交通会議等における協

議が必要となる場合について、協議の円滑化

を図るため、以下の①及び②について検討

し、結論を得次第、通知等で明確化した上で

地方公共団体等に対して周知する。 

①空港アクセスに関する協議会など、道路運

送法施行規則第４条の２で規定する地域

公共交通会議の構成員の要件を満たし、当

該運行地域において一つの協議会で協議

を調えることが可能な既存の協議会が存

在する場合には、当該協議会が地域公共交

通会議等に代替し得ることとすること。 

②既存の協議会が存在しない場合には、複数

の地域公共交通会議等を開催することな

く一つの協議会で協議を調えることが可

能となるよう、当該地域を管轄する地方運

輸局が協議会の構成員その他協議会の設

置・開催に必要な事項を各地方公共団体に

対して提案すること。 

c  国土交通省は、事業者から路線不定期運

行又は区域運行での一般乗合旅客自動車運

送事業の実施に関する申請があった場合に

ついて、以下の①及び②の標準処理期間を定

め、通知等で明確化した上で地方公共団体等

に対して周知する。 

①当該地域を管轄する地方運輸局は、申請の

あった日から原則として１か月以内に地

域公共交通会議等での協議の要否を判断

すること。 

②地域公共交通会議等での協議を調える必

要があると判断された場合、地方公共団体

は、地方運輸局において当該判断をされた

日から２か月以内に地域公共交通会議等

を開催し、議論を開始した日から２か月以

内に結論を得ること。 

また、当該周知を踏まえ、各地方運輸局及

び地方公共団体が標準処理期間に基づいて

適切に処理を行っているかを調査し、調査結

果を公表する。 

その上で、当該調査結果を踏まえ、更なる

運用改善の必要性が認められる場合には、所

要の措置を講ずる。 

4 

ＩＣＴを活用した運行管

理業務の集約・高度化等

による運行管理者不足等

を踏まえた効率的な安全

管理の実現 

少子高齢化の進展、生産年齢人口の減少、

急増するインバウンド等を背景に、運輸・郵

便業では、令和７年４月公表の日本銀行「全

国企業短期経済観測調査」における雇用人員

判断ＤＩ（雇用人員の過不足について「過剰」

と回答した企業の割合から「不足」と回答し

た企業の割合を除いたもの）の不足超幅がコ

ロナ禍以前を上回って過去最大にまで拡大

するなど人手不足が深刻化しており、業務の

効率化及び生産性の向上が喫緊の課題であ

る。 

a～d：令和７年度

措置 
国土交通省 

k-yos
ハイライト
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こうした中、タクシー、バス、トラック等

の自動車運送事業（旅客自動車運送事業及び

貨物自動車運送事業をいう。以下同じ。）にお

いては、運行管理者の業務（事業用自動車の

運転者の乗務割の作成、休憩・睡眠施設の保

守管理、運転者の指導監督、点呼による運転

者の疲労・健康状態等の把握や安全運行の指

示等、事業用自動車の運行の安全を確保する

ための業務をいう。以下「運行管理業務」と

いう。）について、ＩＣＴを活用した同一事業

者内の運行管理業務の一元化、一定の要件を

満たした機器を用いることによる遠隔点呼

及び点呼支援機器に運行の業務前後の点呼

時の確認、指示事項を代替させて点呼を実施

する自動点呼（対面による点呼と同等の効果

を有するものとして国土交通大臣が定める

方法を定める告示（令和５年国土交通省告示

第 266号。以下「点呼告示」という。）第２条

において規定する「業務前自動点呼」及び「業

務後自動点呼」をいう。以下同じ。）の実現な

ど、ＩＣＴを活用した運行管理業務の集約・

高度化等の取組が進められている。一方で、

自動車運送事業者（自動車運送事業を経営す

る者をいう。以下同じ。）においては、こうし

たＩＣＴを活用した運行管理業務の集約・高

度化等の程度にかかわらず、運行管理業務を

担う運行管理者について、道路運送法第 23条

又は貨物自動車運送事業法（平成元年法律第

83 号）第 16 条の規定により、試験合格者又

は一定の実務の経験及び講習を受講した者

のうちから、一定の数以上の事業用自動車を

有している営業所ごとに、一定の人数以上の

運行管理者を選任する義務が課され、また、

「旅客自動車運送事業運輸規則の解釈及び

運用について」（平成 14 年１月 30 日国土交

通省自動車交通局総務課安全対策室長ほか

通達。以下「旅客解釈運用通達」という。）又

は「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈

及び運用について」（平成 15 年３月 10 日国

土交通省自動車交通局総務課安全対策室長

ほか通達。以下「貨物解釈運用通達」という。）

の規定により、運行管理者は他の営業所の運

行管理者又は運行管理業務を補助させるた

めの者（以下「補助者」という。）を兼務する

ことはできないとされており、こうした規制

が、ＩＣＴの導入による費用対効果を限定的

なものとしているとの指摘や、自動車運送事

業者における柔軟な運行管理者の配置によ

る運行管理者不足への対応、業務効率化及び

生産性向上、郊外の営業所の経営維持等の障

壁となっているとの指摘がある。 

 以上を踏まえ、輸送の安全の確保を前提と

した上で、自動車運送事業者におけるＩＣＴ

の活用・導入を促進し、業務効率化及び生産

性の向上、運行管理者不足の解消等を図るべ
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く、運行管理の体制に係る制度を見直すこと

が必要であり、以下の措置を講ずる。 

a 国土交通省は、自家用車活用事業を含む

自動車運送事業について、ＩＣＴを活用した

運行管理業務の集約・高度化等を進め、効率

的な安全管理を実現する観点から、事業者ご

とに異なるＩＣＴを活用した運行管理業務

の集約・高度化等の程度に応じ、営業所ごと

に必要な運行管理者の選任数を設定するこ

とについて、各事業者の実態等を踏まえて実

証を行い、その結果を踏まえ、輸送の安全の

確保を前提として実現が見込まれる場合に

は、追加実証、先行実施、本格運用等、各段

階の措置の具体的な時期等を含め、ロードマ

ップ等の今後の進め方を公表する。 

b 国土交通省は、自家用車活用事業を含む

自動車運送事業者に課されている運行管理

者の営業所ごとの選任について、事業者にお

ける柔軟な運行管理者の配置による運行管

理者不足への対応、業務効率化及び生産性向

上を図り、効率的な安全管理を実現する観点

から、ＩＣＴの徹底活用等によって運行管理

業務を確実に遂行できることを前提とした

上で、運行管理者が他の営業所の運行管理者

又は補助者を兼務可能とすることについて、

各事業者の実態等を踏まえて実証を行い、そ

の結果を踏まえ、輸送の安全の確保を前提と

して実現が見込まれる場合には、追加実証、

先行実施、本格運用等、各段階の措置の具体

的な時期等を含め、ロードマップ等の今後の

進め方を公表する。 

c 国土交通省は、運行管理者が実施する点

呼について、旅客解釈運用通達又は貨物解釈

運用通達の規定により、運行管理者の指導及

び監督の下で補助者が当該点呼の一部を実

施する場合には、点呼を行うべき総回数の３

分の２以下しか点呼を実施できないとされ

ている点について、令和３年以降段階的に実

証及び制度化が行われている、運行管理者の

責任の下で実施される自動点呼の場合には、

当該自動点呼による点呼回数に制限がなく

全ての点呼を実施可能とされていることも

踏まえ、運行管理者の責任の下、運転者が安

全な運転をすることができないおそれ等が

ある場合には、運行管理者に運行の可否の判

断を求めること等を前提とした上で、自動車

運送事業者における柔軟な運行管理者の配

置による運行管理者不足への対応、業務効率

化及び生産性向上を図り、効率的な安全管理

を実現する観点から、補助者が実施可能な点

呼の総回数を緩和するよう見直す方向で実

証を行い、その結果を踏まえ、輸送の安全の

確保を前提として実現が見込まれる場合に

は、追加実証、先行実施、本格運用等、各段

階の措置の具体的な時期等を含め、ロードマ
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ップ等の今後の進め方を公表する。 

d 国土交通省は、運行管理者が運転者に対

して実施する点呼について、基本的には当該

運転者が属する営業所内で実施することが

前提であり、異なる営業所間や事業者間の点

呼を行う場合には点呼告示第４条の規定に

基づく遠隔点呼が認められているが、同一敷

地内や同一建物の中に異なる営業所又は事

業者が存在している場合であっても、営業所

間又は事業者間の点呼を行う際に対面点呼

の併用が認められておらず業務上の非効率

が生じているとの声があることを踏まえ、Ｉ

ＣＴの活用による情報共有等が可能な状況

であることが確認されている遠隔点呼を実

施する自動車運送事業者については、遠隔点

呼と併用して、異なる営業所間・事業者間に

おける対面点呼を可能とするための必要な

措置を講ずる。 

5 
レベル４の自動運転タク

シー等の実装加速 

米国や中国では広く社会実装されつつあ

る自動運転レベル４（特定条件下における完

全自動運転）は、地域における移動の足不足

や担い手不足の課題への重要な対応策であ

り、我が国においても社会実装が急務であ

る。 

こうした中、警察庁、経済産業省及び国土

交通省において、規制改革推進に関する答申

（令和６年５月）を踏まえ、道路運送車両法

（昭和 26年法律第 185号）第 41条第２項に

規定する自動運行装置に係る走行環境条件

付与及び道路交通法（昭和 35 年法律第 105

号）第 75条の 12の規定による特定自動運行

の許可に係る審査内容や手続等の明確化、審

査の効率化・迅速化等の取組が実施されてお

り、これまでに計５件の審査が実施された

（令和７年５月時点）。 

また、自動運転車に係る社会的なルールの

在り方について、交通政策審議会陸上交通分

科会自動車部会の下に設置された自動運転

ワーキンググループ（以下「自動運転ワーキ

ンググループ」という。）及び警察庁委託事業

の下で開催された自動運転の拡大に向けた

調査検討委員会において、①自動運転車に係

る保安基準（道路運送車両の保安基準及び道

路運送車両の保安基準の細目を定める告示

（平成 14年国土交通省告示第 619号）。以下

同じ。）及びガイドライン（「自動運転車の安

全確保に関するガイドライン」（令和６年６

月国土交通省物流・自動車局）。以下同じ。）

の具体化、②迅速かつ実効的な原因究明に向

けた事故調査機関の在り方、③道路運送車両

法に基づく自動運転車による道路交通法に

基づく交通ルールの遵守方法の明確化につ

いて、令和７年５月までに、それぞれ見直し

等の方向性に関する結論が得られたところ

である。 

a：令和７年度措

置 

b：（①）令和７年

上期目途措置、

（②）令和７年度

措置、（③）令和

７年 10月措置 

a：警察庁 

経済産業省 

国土交通省 

b：警察庁 

国土交通省 

k-yos
ハイライト
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さらに、自動運転ワーキンググループで

は、自動運転タクシー等の実装に向け、ビジ

ネスモデルに対応した規制緩和等として、道

路運送法第 35 条第１項の規定に基づく特定

自動運行の管理の受委託の許可基準の骨子

が取りまとめられ、特定自動運行時に必要な

運行管理の在り方について、当面の間は、運

行管理者の必要な選任数について事業者か

らの申請に応じて審査することで対応する

こととされた。 

今後、自動運転レベル４の社会実装に向

け、自動運転に関する新規参入の拡大を促し

関係者の裾野を広げ、社会的受容性を高める

ためには、自動運転の走行に係る審査に係る

手続の更なる効率化・迅速化、自動運転車に

係る社会的なルールの具体化等を進めてい

くことが重要であり、このため、以下の措置

を講ずるべきである。 

a 警察庁、経済産業省及び国土交通省は、自

動運転レベル４の事業化加速に向け、道路運

送車両法第 41 条第２項に規定する自動運行

装置に係る走行環境条件付与及び道路交通

法第 75条の 12の規定による特定自動運行の

許可に係る審査について、申請者の準備・検

討の円滑化及び審査の効率化・迅速化を図る

ため、審査内容や手続等の明確化、審査項目

に係る重複の排除等、手続の透明性・公平性

を確保するために必要な取組を引き続き着

実に実施する。 

また、警察庁及び国土交通省は、これらの

手続の効率化・迅速化を図るため、過去の審

査事例を活用し迅速な審査を実施可能なシ

ステムを構築するなど、デジタル技術の活用

を徹底する。 

b 自動運転車に係る保安基準及びガイドラ

インの具体化、迅速かつ実効的な原因究明に

向けた事故調査機関の在り方、自動運転車に

よる交通ルールの遵守方法の明確化につい

て、自動運転ワーキンググループ及び自動運

転の拡大に向けた調査検討委員会で示され

た方向性の結論を踏まえ、以下の①～③の措

置を講ずる。 

① 国土交通省は、ガイドラインの具体化を行

う。 

② 国土交通省は、関係省庁と連携して、自動

運転車の社会実装の状況や事故実態を踏

まえ、運輸安全委員会における事故原因究

明体制の構築について、法制度の整備も視

野に入れた検討を行う。 

③ 警察庁は、自動運転車の開発に資する交通

ルールの解釈の明確化等について自動運

転車の開発者等と意見交換する枠組みを

設置する。 
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